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はじめに【パブリックコメント実施時には無記載で実施】

全国的な少子高齢化が進む中、本市においても児童生徒数の減少に伴い、一部の学

校の小規模化が進んでおり、将来的に学校運営に支障をきたす学校が生じることが懸

念されています。

また、学校施設の老朽化が進行しているという課題もあることから、大網白里市教

育委員会では、令和４年１月に「大網白里市学校施設長寿命化計画」、令和４年５月に

「大網白里市立小・中学校再編基本方針」を策定し、学校規模の適正化に向けた取り

組みを進めてまいりました。

令和５年７月には「大網白里市学校のあり方検討審議会」を設置し、市教育委員会

からの諮問に基づいて審議を重ねていただき、令和６年４月に「大網白里市立小中学

校の適正規模及び市内小中学校の今後のあり方について」として第１回目の答申をい

ただいたところです。

この答申を受け、市教育委員会では学校規模適正化に係る具体策として「学校再編

計画」の策定に着手し、市関係部署により構成された「市立小中学校再編計画策定委

員会」での協議を重ね、再編対象校の在校生及び将来的な就学予定者の世帯を対象と

したアンケート調査の実施、市立小中学校再編計画（素案）の作成及びパブリックコ

メントを経て、令和７年１月に「大網白里市立小中学校再編計画（素案）第１期」に

ついて学校のあり方検討審議会への諮問を行い、令和○年○月に「大網白里市立小中学
校再編計画（案）」に係る答申をいただきました。

今後は、当該「大網白里市立小中学校再編計画」に基づいて、各学校の規模適正化

に向けた個別施策を進めるとともに、引き続き関係者の皆様と丁寧な議論を行いなが

ら、計画の各期別において改訂が必要となった部分について随時見直しを図ることに

より、児童生徒のより良い教育環境の実現に努めてまいります。

※赤字部分は現時点での予定。今後、内容を追記・修正します。
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、 市立小中学校再編計画（素案）の作成及びパブリックコ

メントを経て、令和○年○月に「大網白里市立小中学校再編計画（案）」について学校
のあり方検討審議会への諮問を行い、
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３ 第１期学校再編計画（令和７年度～令和１１年度）

①概要

季美の森小学校の学区においては就学前児童数の減少が続いており、令和１３年

度に複式学級となることが見込まれるため、隣接する大網小学校と統合を行うこと

によって、早期に課題の解消を図ります。

なお、統合の相手方となる大網小学校については、令和８年度までは２１～２２

学級が続く見込みであり、また、特別な教育的支援が必要な児童のための特別支援

学級についても、適正に確保していくことを考慮すると、令和１０年度までは教室

数に余裕のない状況となることが見込まれています。

このことから、統合の時期については、季美の森小学校の児童受入れが可能であ

り、かつ、統合後の大網小学校の学級数が増加することがないと見込まれる令和

１１年度を統合の時期とします。

②統合の時期

令和１１年４月１日に統合後の学校を開校

③統合後の学校位置

大網白里市みどりが丘三丁目１８番３（現大網小学校の校舎を使用します。）

④通学区域

原則として、現季美の森小学校と現大網小学校の学区とします。

ただし、通学距離や地域の実情により、学区の見直しが必要な箇所については、

変更を検討します。

具体的には、池田、南玉地区等を距離的に近い瑞穂小学校区に編入することを検

討します。

【参考資料④学区図参照】

⑤通学方法

・遠隔地においては、スクールバスの運行を基本とした通学支援を実施します。

・乗降場所までは、徒歩を前提とします。

・スクールバスの対象地域は、季美の森小学校区及び大網小学校における従前のス

クールバス運行区域を基本とします。ただし、学区見直し等の変更を行う場合は、

地域の実情を考慮した運行形態となるよう検討します。

・スクールバスの運行にあたっては、児童の乗車時間が長時間とならないよう配慮
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しつつ、登下校時の必要な便数の確保に努めます。

・乗降場所の選定にあたっては、安全性、利便性、効率性を考慮し、既存の路線バ

スの運行経路及びバス停を参考に検討します。

・スクールバスの運行経路や利用方法については、（仮称）統合準備委員会における

協議結果を踏まえ検討します。

⑥児童数、学級数の見込み

季美の森小学校及び大網小学校の児童数見込（R11 以降は統合後の人数を表記）

季美の森小学校及び大網小学校の学級数見込（R11 以降は統合後の学級数を表記）

（参考）両校の合計児童数を基に算定した学級数

Ｒ6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
24 24 23 22 21 19 17
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・スクールバスの利用に係る保護者負担については、市内のバス等の利用状況や大

網小学校における従前のスクールバスとの整合が図られるよう検討します。
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⑦統合スケジュール

統合に係るスケジュールは、概ね下記の通りとなります。

⑧統合準備委員会の設置

統合に係る諸問題の解決・調整を行うため、「（仮称）統合準備委員会」を立ち上

げ、円滑な統合を図るとともに、必要に応じて専門部会を設置します。

・通学手段（スクールバス）の検討

・通学路の安全対策

・学校行事、教育課程

・体操服や教材等の学用品

・ＰＴＡ活動

・統合校同士の交流等

⑨施設改修等

再編までに生じる必要な施設・設備・備品については、教育活動に支障のないよ

うに改修等を行います。また、使われなくなる学校の利活用についても、検討を行

います。

年度

施設関係

跡地利用
関係

Ｒ１０ Ｒ１１Ｒ６

計画関係

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９

学校再編計画【第1期】策定

地区説明会・保護者説明会

(仮称)統合準備委員会

専門部会設置～開校準備 統合校開校

施設状況調査～補修等対応

施設管理保全

利活用検討

学校再編計画【第2期】の調査・検討
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